
申請・届出に添付する書類の原本証明について（函館市）

○対象となる申請・届出

各種申請・届出時に、①原本の添付をしていたもの、②当市保健所の窓口で資格証等の原
本の提示をおこなっていたものについて、今後、原本の添付または窓口での原本の提示以外
に、原本と相違ない旨を自ら証明した文書を添付する方法でも申し出ることが可能となりま
した。（当課薬事担当を介して北海道あて提出するものを含む）

次の法令に係る申請・届出が対象となります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、毒物及び劇物取締法、
麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法

○対象となる書類

（１）資格を証する書面
･ 薬剤師免許証（登録済証明書含む）
･ 登録販売者の販売従事登録証
･ 医療機器等営業所管理者基礎講習修了証
･ 卒業証書
･ 毒物劇物取扱者試験合格証 等

（２）登記事項証明書
（３）医師の診断書
（４）その他原本証明が必要な書類

※ 許可証、認定証、登録票等については、別途原本提出が必要です。
※ 受験願書や身分証等に添付する写真はデータの提出不可です。

○自らが原本証明を行う場合の方法

次のいずれかの方法により原本証明してください。
（１）写しの余白に、「原本と相違ない旨」，「原本証明を行った年月日」および「証明者

の氏名（法人の場合はその名称および代表者氏名）」を記入し、提出する。
（２）「原本証明書」に原本証明を行った書類名を記載し、各資格証等の写しを提出する。

※ 裏面に記載がある場合は、裏面も印刷し、原本証明を行ってください。

○留意事項

原本証明の内容に疑義が生じた場合は、資格証等の原本確認を求める場合があります。

○お問合せ先

市立函館保健所地域保健課 薬事担当 TEL 0138-32-1513

（写）

販売従事登録証

原本と相違ない旨証明します。

(和暦)〇年〇月〇日
株式会社○○
代表取締役社長 ○○

写

写

「原本証明書」

･販売従事登録証
･雇用証明書

(和暦)〇年〇月〇日
株式会社○○
代表取締役社長 ○○

（１）で証明する場合 （２）で証明する場合

令和８年３月１９日
市立函館保健所地域保健課 薬事担当

○適用日

令和８年(2026年)４月１日
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